
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                               

一 

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                   

一 

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                             

二 

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件                               

二 

○
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件                                     

二 

○
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
裁
決
し
た
件
二
件                                         

六 
 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

会
計
責
任
者 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

届
出
年
月
日 

 
 

名

　
　
　
　
の
氏
名

　
　

 
 

 
 

大
高
佐
代
美
後
援

清
野

　雅
典 

五
十
嵐

　牧

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
新
堀
向

令
和
五
年
一 

 

会

　
　
　
　
　
　

子

　
　
　
　
七
一
八
六
︱
一

　
　
　
　
　
〇
月
一
九
日 

 
 

 

新
地
町
保
守
党

　
星

　勝
彦

　
星

　亘

　
　
相
馬
郡
新
地
町
大
字
真
弓
字
令
和
五
年
一 

 

閏
崎
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
二
月
四
日

　 
 

 
 

ふ
じ
わ
ら
正
後
援

長
谷
川

　由

高
橋

　富
雄

伊
達
郡
川
俣
町
飯
坂
字
八
幡

令
和
五
年
一 

 

会

　
　
　
　
　
　
紀

　
　
　
　

八
︱
二

　
　
　
　
　
　
　
　
〇
月
三
一
日

 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

一

　政
党
の
支
部 

 
 

 
 

 
 

内

　
　
　
　
　容 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日

 
 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

新

旧

 
 

 

自
由
民
主
党
福
島

亀
岡

　偉
民

代
表
者
の

亀
岡

　偉
民

根
本

　匠

　
令
和
五
年
一

県
支
部
連
合
会

　

 

氏
名

　
　

一
月
二
一
日

会
計
責
任

矢
吹

　貢
一

西
山

　尚
利

令
和
五
年
一

者
の
氏
名

一
月
二
一
日

二

　そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 
 

 
 

内

　
　
　
　
　容 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日

 
 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

新

旧

 
 

 
 

佐
藤
ま
さ
た
か
後

落
合

　良
二

主
た
る
事

本
宮
市
荒
井

本
宮
市
本
宮

令
和
五
年
一

 
 

援
会

　
　
　
　
　

務
所
の
所

字
三
本
松
六

字
中
條
四

一
月
二
五
日

 
 

在
地

　
　

八
︱
一

　
　

 
 

 
 

日
本
臨
床
検
査
技

高
田

　直
樹

主
た
る
事

会
津
若
松
市

い
わ
き
市
小

令
和
五
年
一

 
 

師
連
盟
福
島
県
支

務
所
の
所

門
田
町
中
野

島
町
二
︱
一

月
六
日

　
　 

 

部

　
　
　
　
　
　

 

在
地

　
　
屋
敷
三
九
︱

一
︱
五

　
　

 
 

 

二
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代
表
者
の

高
田

　直
樹

柴
田

　昭
浩

令
和
五
年
一

 
 

氏
名

　
　

月
六
日

　
　 

 
 

 
長
谷
川
貴
士
後
援

長
谷
川

　貴

会
計
責
任

□
城

　博
徳

伊
藤

　誠

　
令
和
五
年
一

 
 

会

　
　
　
　
　
　
士

　
　
　
　
者
の
氏
名

一
月
一
七
日

 
 

 
 

馬
場
ゆ
う
き
と
と

馬
場

　雄
基

主
た
る
事

郡
山
市
虎
丸

郡
山
市
八
山

令
和
五
年
一

 
 

も
に
歩
む
会

　
　

務
所
の
所

町
六
︱
一
八

田
五
︱
二
一

〇
月
二
七
日

 
 

在
地

　
　

四

　
　
　
　

 
 

 
 

蛭
田
や
す
あ
き
後

根
本

　信
雄

主
た
る
事

西
白
河
郡
矢

西
白
河
郡
矢

令
和
五
年
一

 
 

援
会

　
　
　
　
　

務
所
の
所

吹
町
中
町
二

吹
町
八
幡
町

一
月
二
六
日

 
 

在
地

　
　
一
九

　
　
　
二
六
五

　
　

 
 

 
 

福
島
県
税
理
士
政

百
澤

　重
人

主
た
る
事

い
わ
き
市
小

い
わ
き
市
中

令
和
五
年
九

 
 

治
連
盟
い
わ
き
支

務
所
の
所

島
町
二
︱

央
台
飯
野

月
一
二
日

　 
 

部

　
　
　
　
　
　

在
地

　
　
九
︱
一
五

　
四
︱
二
︱
四

 
 

 
 

代
表
者
の

百
澤

　重
人

木
幡

　仁
一

令
和
五
年
九

 
 

氏
名

　
　

月
一
二
日

　 
 

 
 

未
来
創
造
研
究
会

水
野

　さ
ち

主
た
る
事

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市

令
和
五
年
八

 
 

子

　
　
　
　
務
所
の
所

大
塚
二
︱

東
栄
町
四
︱

月
一
日

　
　 

 

在
地

　
　
七
︱
一
八

　
一
七

　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解

散

年

月

日

 
 

 
 

片
平
秀
雄
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤

　日
出
夫

　
令
和
五
年
一
〇
月
二
八
日

　 
 

 
 

渡
辺
み
の
る
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺

　実

　
　
　
令
和
五
年
一
一
月
一
五
日

　 

 
 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 
 

 
 

資
金
管
理
団 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内

　
　
　
　
　容 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

体
の
届
出
を 

資
金
管
理
団 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
た
者
の
氏 

体
の
名
称

　

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新 

旧 
 

 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

馬
場

　雄
基 

馬
場
ゆ
う
き

主
た
る
事
務

郡
山
市
虎
丸

郡
山
市
八
山

令
和
五
年
一
〇

 
 

 

と
と
も
に
歩

所
の
所
在
地

町
六
︱
一
八 

田
五
︱
二
一

月
二
七
日

　
　 

 

む
会

　
　
　

四

　
　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
令
和
五
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博
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（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

 〔令和５年分：解散・その他の政治団体〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

片 平 秀 雄
後 援 会 5.10.31 151,725 151,725 88,725 ※ 63,000 151,725 151,725 151,725

渡 辺 み の る
後 援 会 5.11.21 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050

令和 5年12月22日　金曜日 福 島 県 報 号外第63号 4
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（円） （円） （円） （円） （人） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円）

 〔令和５年分：解散・その他の政治団体〕

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入・支出の総額 収　　　入　　　の　　　内　　　訳　　　（ ※ 印 は 、 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の ） 支　　　　　　　　　出　　　　　　　　　の　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

資 産

等 の

有 無
収入総額 支出総額

前　年

繰越額

党費・会費 寄　　　　　　　　　　　　附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入

経　　　常　　　経　　　費 政　　　　　　治　　　　　　活　　　　　　動　　　　　　費

う ち、
交 付 金
支 出金　 額 員 数 個 人

うち、 
特　定
寄　附

法人その

他の団体
政治団体 小 計 ア

うち、 
あ っ せ
ん に よ
る も の

政 党
匿 名
寄 附

イ

合 計

ア ＋ イ
人 件 費 光熱水費

備 品 ・

消耗品費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計機 関 紙 誌

の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費 小 計

片 平 秀 雄
後 援 会 5.10.31 151,725 151,725 88,725 ※ 63,000 151,725 151,725 151,725

渡 辺 み の る
後 援 会 5.11.21 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050 215,050

令和 5年12月22日　金曜日 福 島 県 報 号外第63号5
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号 

　令
和
五
年
六
月
二
十
五
日
執
行
の
西
会
津
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地
板
垣
富
士
雄
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査

の
申
立
て
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

裁

　
　決

　
　書 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　審
査
申
立
人

　板

　垣

　富
士
雄 

　右
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
五
年
九
月
十
一
日
付
け
で
提
起
さ
れ

た
同
年
六
月
二
十
五
日
執
行
の
西
会
津
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
審
査
の
申
立
て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

　
　
　主

　
　文 

本
件
審
査
の
申
立
て
を
却
下
す
る
。 

審
査
の
申
立
て
の
要
旨 

申
立
人
は
当
選
人
で
あ
る
と
の
決
定
を
求
め
る
。 

裁
決
の
理
由 

　本
件
審
査
の
申
立
て
は
記
載
漏
れ
が
あ
り
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第

二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
十
月
二
十
五
日
を
期
限
と
し
て
補
正
命
令
を
行
っ
た
が
、
申
立

人
の
補
正
書
は
同
年
十
月
二
十
六
日
に
当
委
員
会
に
到
着
し
た
た
め
、
期
限
ま
で
に
補
正
書
の
提
出
が

な
か
っ
た
。 

　ま
た
、
申
立
人
は
本
件
選
挙
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

立
候
補
の
届
出
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
公
職
の
候
補
者
で
な
い
者
に
よ
る
自
ら
が
当
選
人
で

あ
る
と
の
決
定
を
求
め
る
審
査
申
立
て
に
は
法
律
上
の
利
益
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
委
員
会
は
、
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
行
政
不
服
審

査
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号 

　令
和
五
年
七
月
九
日
執
行
の
福
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
福
島
県

福
島
市
森
合
字
的
場
九
番
地
の
二
十
一
齋
藤
悟
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
令
和
五

年
十
二
月
十
五
日
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

令 和 ５ 年 分  
  そ の 他 の 政 治 団 体  
  事 業 収 入 の 内 訳  

政 治 団 体 の 名 称 事 業 の 種 類 金 額 （ 円 ）

片 平 秀 雄 後 援 会                役 員 懇 親 会                   3 1 , 0 0 0

役 員 懇 親 会                   3 2 , 0 0 0

令和 5年12月22日　金曜日 福 島 県 報 号外第63号 6
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

裁

　
　決

　
　書 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
福
島
市
森
合
字
的
場
九
番
地
の
二
十
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　審
査
申
立
人

　齋

　藤

　
　悟

　

 

右
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
五
年
八
月
三
十
日
付
け
で
提
起
さ
れ

た
同
年
七
月
九
日
執
行
の
福
島
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
審
査
の
申
立
て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

　
　
　主

　
　文 

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。 

審
査
の
申
立
て
の
要
旨 

申
立
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
令
和
五
年
七
月
二
十
四
日
を
も
っ
て
福
島

市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
市

委
員
会
は
同
年
八
月
十
日
付
け
で
、
こ
の
申
出
を
棄
却
す
る
旨
の
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。
）

を
行
い
、
原
決
定
書
は
同
日
に
申
立
人
に
直
接
交
付
さ
れ
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
申
立
人
は
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、

選
挙
の
効
力
を
一
部
無
効
と
す
る
裁
決
を
求
め
本
件
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
。 

審
査
申
立
書
に
お
け
る
主
張
か
ら
、
そ
の
理
由
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

申
立
人
は
本
件
選
挙
に
立
候
補
し
、
得
票
数
が
一
票
に
満
た
な
い
票
差
に
よ
り
供
託
金
が
没
収
と
な
っ

た
が
、
申
立
人
の
母
親
が
入
居
す
る
施
設
で
適
切
な
対
応
を
し
て
い
れ
ば
、
選
挙
の
結
果
の
一
部
に
影

響
を
及
ぼ
す
た
め
、
選
挙
の
効
力
の
一
部
無
効
を
求
め
る
。 

裁
決
の
理
由 

当
委
員
会
は
、
申
立
人
か
ら
提
起
さ
れ
た
本
件
審
査
の
申
立
て
を
適
法
な
も
の
と
認
め
て
受
理
し
、

市
委
員
会
に
審
査
申
立
書
に
対
す
る
弁
明
書
の
提
出
の
機
会
を
付
与
し
、
ま
た
、
申
立
人
に
弁
明
書
に

対
す
る
反
論
書
の
提
出
の
機
会
を
付
与
し
、
更
に
は
申
立
人
に
対
し
て
口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
を
付
与

し
、
慎
重
に
審
理
を
行
っ
た
。 

一

　判
断
基
準
に
つ
い
て 

お
よ
そ
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
公

選
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、

当
該
規
定
違
反
の
た
め
に
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。 

こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
と
は
、
「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機

関
が
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
、
又
は
直
接
そ
の
よ
う
な

明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由

公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
」
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
十
一
年
二
月
十
八
日
判
決
）
と

さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
「
そ
の
違
反
が
な
か
つ
た
な

ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
す
な
わ
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
つ
た
結
果
の
生

ず
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
」
（
最
高
裁
判
所
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
四
日
判
決
）
と
さ
れ

て
い
る
。 

当
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
件
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
検
討
し
た
。 

二

　当
委
員
会
の
判
断 

本
件
審
査
の
申
立
て
は
、
申
立
人
の
母
親
が
入
居
す
る
施
設
で
適
切
な
対
応
を
し
て
い
れ
ば
、
得

票
数
が
一
票
増
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選
挙
の

管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
違
反
に
は
該
当
せ
ず
、
ま
た
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、

選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
場
合
に
も
該
当
し
な
い
。 

ま
た
、
申
立
人
の
得
票
数
は
候
補
者
中
最
下
位
の
二
六
八
・
二
六
六
票
で
あ
り
、
当
選
人
の
最
小

得
票
数
と
の
差
は
一
三
四
八
・
七
三
四
票
で
あ
る
た
め
、
申
立
人
の
主
張
が
認
め
ら
れ
母
親
の
一
票

が
申
立
人
の
得
票
数
に
加
わ
っ
た
と
し
て
も
、
選
挙
の
結
果
す
な
わ
ち
申
立
人
の
当
落
に
現
実
に
生

じ
た
と
こ
ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生
ず
る
可
能
性
は
な
い
。 

な
お
、
申
立
人
が
主
張
す
る
供
託
金
の
没
収
の
有
無
は
、
候
補
者
の
当
落
に
は
影
響
し
な
い
た
め
、

そ
も
そ
も
公
選
法
第
二
百
五
条
第
一
項
の
「
選
挙
の
結
果
」
に
は
該
当
し
な
い
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
申
立
人
が
本
件
選
挙
の
効
力
を
一
部
無
効
と
す
る
理
由
は
、
公
選
法
第
二
百
五

条
第
一
項
で
規
定
す
る
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、
当
該
規
定
違
反
の
た
め
に
選
挙
の
結

果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
は
当
た
ら
ず
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。 

　よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 
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